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船舶事故調査報告書 

 

令和元年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月１０日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 福岡県福津市鼓
つづみ

島西方沖 

 津
つ

屋
や

崎
ざき

鼻灯台から真方位３２０°２.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４８.８′ 東経１３０°２５.４′） 

事故の概要  遊漁船白鷹
しろたか

は、漁場を移動しようと発進した際、漂泊中のプレジャ

ーボートヤマトに衝突した。 

 ヤマトは、船長及び同乗者が負傷し、右舷船尾部外板に破口等を生

じ、白鷹は、船首部船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 白鷹、４.６トン 

   ２９４－１３４６６福岡、個人所有 

   ９.９５ｍ（Lr）×２.９８ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２７５.８１kＷ、昭和６２年７月 

Ｂ プレジャーボート ヤマト、５トン未満 

   ２９０－５３６１０福岡、個人所有 

   ６.６７ｍ（Lr）×２.５２ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、６６.２０kＷ、平成１２年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２４年１１月１３日 

    免許証交付日 平成２９年１月１７日 

           （令和４年１月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２２年９月１５日 

    免許証交付日 平成２７年６月３０日 

           （令和２年９月１４日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ、同乗者） 
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 損傷 Ａ 船首部船底外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口、亀裂及び凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、平成３０年

１１月１０日０６時１０分ごろ福岡県福津市津屋崎漁港を出港し、０

６時３０分ごろ鼓島西方沖１.１Ｍ付近の釣り場に到着した。 

船長Ａは、主機を停止した状態で漂泊を開始し、流し釣りで釣り客

に遊漁を行わせていたが、０８時００分ごろ周囲に釣り船が約４０隻

集まり、釣りを行うのが難しくなったので、Ａ船を東方に約１００ｍ

移動させた際、左舷方約５０ｍの距離に船舶を確認したが、それ以外

付近に船舶は確認できなかった。 

船長Ａは、Ａ船の船首を北方に向けて漂泊を開始した後、北東風に

より南南西方に約０.５ノットの対地速力で流されながら釣り客に遊

漁を行わせた。 

船長Ａは、後部甲板の釣り客２人の釣り糸が絡まったので、操舵室

から後部甲板へ行き、絡まりを解き終わって操舵室に戻ると魚群探知

機に魚群が映っていなかったので、釣り客に竿
さお

をしまうように告げ、

０８時３０分ごろ釣り場を移動しようとＡ船を発進させた直後、衝撃

を感じ、Ｂ船と衝突したことに気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りの目的

で、０８時００分ごろ鼓島西方沖で主機を停止した状態で漂泊しなが

ら流し釣りを開始した。 

船長Ｂは、釣りのポイントがずれているような気がしたので、漂泊

しているＡ船の左舷方を北上してＡ船の右舷前方で漂泊し、釣りを再

開した。 

船長Ｂは、Ｂ船の左舷後方で舷側に釣り竿を出して立って釣りを行

い、同乗者は、船尾部で船首方を向いて座り、下を向いて仕掛けを作

っていたところ、Ａ船がＢ船の右舷船尾方約１４～１６ｍのところま

で流されたところを視認した。 

船長Ｂは、Ａ船がエンジンをかける音を聞き、船尾方を見たとこ

ろ、Ｂ船に向かって発進するＡ船を認め、大声で危ないと叫んだが、

どうすることもできず、北方を向いたＢ船の右舷船尾部にＡ船の船首

部が衝突した。 

船長Ｂは、Ｂ船の損傷状況の確認を行い、連絡先を交換して帰港

し、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

船長Ｂ及び同乗者は、帰港後、それぞれ病院を受診し、船長Ｂが左

足関節捻挫等、同乗者が腰部背部打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照）   

 その他の事項 Ａ船は、船長Ａが魚群探知機で群れを探しながら約２０～３０ｍ潮



- 3 - 

上りをし、漂泊して流されながら釣りを行っていた。 

船長Ａは、約４０隻の船団から離れて遊漁を再開したので、周囲に

船舶はいないと思い、前路を確認せずに発進したかもしれないと本事

故後に思った。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船の周囲で釣りを行っていたので、Ｂ船に気付

いていないと思わなかった。 

 船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鼓島西方沖において、次の釣り場に移動する際、船長Ａ

が、前路に船舶がいないと思って発進したことから、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、鼓島西方沖において漂泊中、船長Ｂが左舷後方で立ってい

た際、Ａ船がエンジンをかける音を聞き、Ｂ船に向かって発進したの

で、衝突の危険を感じ大声で叫んだが、どうすることもできず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、鼓島西方沖において、Ａ船が次の釣り場に移動する際、

Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に船舶がいないと思って発進したた

め、Ａ船がＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・釣り場を移動する際は、周囲に船がいないと思い込まず、よく確

認して発進すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


